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工事一時中止の手続きの流れ、請負金額や工期の変更ができ

るケース等を例示するとともに、増加費用の考え方や、請求の

際に必要な書類について示したものです。 

『手引き』は、『工事一時中止に係るガイドライン案）』を

広く周知するため作成し、納得のいく設計変更とするための

ポイントを紹介しています。 
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４つの重要なポイント 

ポイント１ 工事中止とは 

  

 

 

  

 

 

 

 

■計画書の作成 

受発注者の認識を共有

するため、基本計画書を

作成します。 

基本計画書には、中止

期間中の工事現場の維

持・管理に関することだ

けでなく、中止に伴う増

加費用や必要工期なども

記載します。 

■計画書の作成 

工期短縮を行う場合

は、その方策に関する

工期短縮計画書を作成

します。 

工期短縮計画書に

は、短縮に伴う施工計

画や施工体制、短縮期

間に関することだけで

なく、工期短縮に伴う

増加費用の必要性・数

量なども記載します。 
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ポイント２ 増加費用は受注者から発注者への請求が前提です。 

ガイドラインでは、中止のパターン毎に増加費用の考え方が掲載

されています。 

（１）本工事施工中に中止した場合 

増加費用の適用は、発注者が工事の一時中止を指示し、受注者から請求

があった場合です。部分中止により工期延期となった場合も含みます。 

（２）工期短縮を行った場合 

工期短縮の要因が、発注者や自然条件（災害等含む）に起因するもの

は、増加費用を見込みます。なお受注者に起因するものは見込みません。 

（３）契約後準備工着手前に中止した場合 

現場事務所が未設置や材料等が未搬入で、測量等の準備工に着手するま

での期間に一時中止が指示された場合は、増加費用は計上しません。 

（４）準備工期間中に中止した場合 

準備工期間中に中止した場合は、増加費用を計上します。 

※それぞれ算定方法も示しているので、ガイドラインをご覧ください。 

 

ポイント３ 請求書の作成例が掲載されています。 

請求書・見積書の作成例を参考に、請求手続きを行います。 

 

ポイント４ 中止事案は受注者からも協議できます。 

受注者が施工できない要因を発見した場合は、中止事案につい

て受注者からも協議できます。 

中止や短縮に伴う増加

費用などを確認し、受発

注者間で認識の相違がな

いようにしましょう。 
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